
平成２９年第３回三豊市議会定例会 提出議案一覧 

議案番号 件 名 
ページ 
番 号 

議案第６２号 平成２８年度三豊市一般会計歳入歳出決算認定について １ 

議案第６３号 
平成２８年度三豊市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定
について 

２ 

議案第６４号 
平成２８年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決
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1 

議案第６２号

   平成２８年度三豊市一般会計歳入歳出決算認定について

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２８年度三豊市一般会計歳入歳

出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



2 

議案第６３号

   平成２８年度三豊市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２８年度三豊市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



3 

議案第６４号

   平成２８年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２８年度三豊市国民健康保険診

療所事業特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



4 

議案第６５号

   平成２８年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２８年度三豊市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



5 

議案第６６号

   平成２８年度三豊市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２８年度三豊市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



6 

議案第６７号

   平成２８年度三豊市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２８年度三豊市介護サービス事

業特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



7 

議案第６８号

   平成２８年度三豊市集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２８年度三豊市集落排水事業特

別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



8 

議案第６９号

   平成２８年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算認定について

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２８年度三豊市浄化槽整備推進

事業特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



9 

議案第７０号

   平成２８年度三豊市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算認定について

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２８年度三豊市港湾整備事業特

別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



10 

議案第７１号

   平成２８年度三豊市水道事業会計利益の処分及び決算認定について

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成２８年度に生じた利益を処分

することについて議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、

平成２８年度三豊市水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



11 

議案第７２号

   平成２８年度三豊市病院事業会計決算認定について

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２８年度三豊市病院事業会計

決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



12 

議案第７３号

   平成２８年度三観衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について

 地方自治法第２９２条の規定により準用される地方自治法施行令第５条第３項の

規定により、平成２８年度三観衛生組合一般会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の

意見を付けて議会の認定に付する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



13 

議案第７４号

   平成２９年度三豊市一般会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度三豊市一般会計補正予

算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



14 

議案第７５号

   平成２９年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度三豊市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



15 

議案第７６号

   平成２９年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度三豊市国民健康保険診

療所事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



16 

議案第７７号

   平成２９年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度三豊市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



17 

議案第７８号

   平成２９年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度三豊市介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



18 

議案第７９号

   平成２９年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度三豊市介護サービス事

業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



19 

議案第８０号

   平成２９年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度三豊市集落排水事業特

別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



20 

議案第８１号

   平成２９年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第１号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度三豊市浄化槽整備推進

事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



21 

議案第８２号

   平成２９年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度三豊市港湾整備事業特

別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



22 

議案第８３号

   三豊市税条例の一部改正について

 三豊市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



23 

三豊市条例第 号

   三豊市税条例の一部を改正する条例

 三豊市税条例（平成 18 年三豊市条例第 68 号）の一部を次のように改正する。

 第３４条の４中「１００分の１２．１」を「１００分の８．４」に改める。

 附則第１０条の２中第１６項を第１７項とし、第１５項の次に次の１項を加える。

１６ 法附則第１５条第４５項に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。

   附 則

 この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、附則第１０条の２中

第１６項を第１７項とし、第１５項の次に次の１項を加える改正規定は、公布の日

から施行する。



24 

議案第８４号

   三豊市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正について

 三豊市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



25 

三豊市条例第 号

   三豊市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例

 三豊市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成24年三豊市条例第

36号）の一部を次のように改正する。

 別表第１の５の項中「第４号」を「第５号」に改める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。



26 

議案第８５号

   財産の取得について（三豊市情報システム機器）

 次のとおり財産を取得することについて、三豊市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。

１ 財 産 の 種 類  動産

２ 取得する財産  三豊市情報システム機器

３ 数    量  別紙のとおり

４ 契 約 の 方 法  一般競争入札

５ 取 得 価 格  ８５，３２０，０００円

６ 契約の相手方  香川県観音寺市柞田町丁９３番地３４

          株式会社四電工 観音寺営業所

           所長 小西 達也

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



27 

（議案第８５号関係）

三豊市情報システム機器一覧

動産の種類 数量

一般業務用ノートパソコン １５０

授業用タブレットパソコン ９０

複合機 ８

プロジェクタ ７

ネットワークスイッチ ７７



28 

議案第８６号

   財産の取得について（コミュニティバス）

 次のとおり財産を取得することについて、三豊市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。

１ 財 産 の 種 類  動産

２ 取得する財産  コミュニティバス（小型バス）

３ 数    量  ４台

４ 契 約 の 方 法  指名競争入札

５ 取 得 価 格  ３４，２４４，６４０円

６ 契約の相手方  香川県高松市観光通２丁目２番１５号

          四国機器株式会社

           代表取締役 木村 信行

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



29 

議案第８７号

   和解について

 次のとおり和解するため、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議

会の議決を求める。

１ 和解の相手方

  香川県高松市番町一丁目１０番地２

  株式会社富士通四国インフォテック

   代表取締役 佐藤 孝弘

２ 事件の概要

  市と相手方が締結した子ども・子育て新制度システム導入業務委託契約により

納品された子ども・子育て新制度システムにおいて、幼稚園・保育所等利用者

負担額（保育料）の算定根拠となる保護者の市民税所得割額の計算は、総合課

税分と分離課税分を合計しなければならなかったが、税連携処理開発における

税情報の連携仕様に不備があり、総合課税分のみで計算していたものである。

３ 和解の内容

 相手方は、本件の原因が相手方（株式会社富士通四国インフォテック）の責

めに帰すべき事項により発生したことを認め、相手方は市に対し、本件に関

する損害経費として、金２９万４，８４０円を支払う。

 市と相手方とは、本件に関し、本和解の他、何ら債権債務がないことを相互

に確認し、以後、裁判上又は裁判外において一切の異議、請求の申立てを行

わない。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  



30 

議案第８８号

   香川県広域水道企業団の設置について

 水道事業及び工業用水道事業の経営に関する事務等を共同処理するため、地方自

治法第２８４条第２項の規定により、香川県広域水道企業団を設置することに関し、

次の規約により香川県及び関係市町と協議することについて、同法第２９０条の規

定により、議会の議決を求める。

  平成２９年９月４日提出

                         三豊市長 横山 忠始  

   香川県広域水道企業団規約 

（名称） 

第１条 この一部事務組合は、香川県広域水道企業団（以下「企業団」という。）

という。 

（構成団体） 

第２条 企業団は、別表に掲げる地方公共団体（以下「構成団体」という。）をも

って組織する。 

（共同処理する事務） 

第３条 企業団は、水道事業及び工業用水道事業の経営に関する事務並びにこれら

に附帯する事務を共同処理する。 

（事務所の位置） 

第４条 企業団の事務所は、高松市に置く。 

（議会の組織及び議員の選挙の方法） 

第５条 企業団の議会の議員（以下「企業団議員」という。）の定数は27人とし、

各構成団体の議会においてそれぞれ当該各構成団体の議会の議員のうちから選

挙された者をもって充てる。 

２ 前項の規定により選挙される企業団議員の数は、次の各号に掲げる選挙される
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議会の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 

(１) 香川県議会 ６人 

(２) 高松市議会 ５人 

(３) 丸亀市議会 ２人 

(４) 前３号を除く構成団体の議会 各１人 

（議員の任期） 

第６条 企業団議員の任期は、当該議員の属する構成団体の議会の議員としての任

期による。 

２ 企業団議員が当該議員の属する構成団体の議会の議員でなくなったときは、そ

の職を失う。 

３ 企業団議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。 

（議長及び副議長） 

第７条 企業団の議会は、議員のうちから議長及び副議長各１人を選挙する。 

２ 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。 

（企業団議会の事務局） 

第８条 企業団の議会に事務局を置く。 

（企業長） 

第９条 企業団に企業長を置く。 

２ 企業長は、構成団体の長が共同して任命する。 

３ 企業長は、企業団を統括し、これを代表する。 

４ 企業長の任期は、４年とする。ただし、再任を妨げない。 

（副企業長） 

第10条 企業団に副企業長を置く。 

２ 副企業長は、企業長が任命する。 

３ 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は欠けたとき、そ

の職務を代理する。 

４ 副企業長の任期は４年とし、再任を妨げない。ただし、企業長は、任期中にお

いても、これを解職することができる。 

（補助職員） 

第11条 企業団に職員を置く。 

２ 職員は、企業長が任免する。 
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３ 第１項の職員の定数は、条例で定める。 

（監査委員） 

第12条 企業団に監査委員２人を置く。 

２ 前項の監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業

の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。 

３ 監査委員の任期は、４年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、そ

の職務を行うことを妨げない。 

４ 監査委員に事務局を置く。 

（運営協議会） 

第13条 企業団の事務に関する重要な事項を協議するため、運営協議会を置く。 

２ 前項の運営協議会の委員は、構成団体の長をもって充てる。 

（経費の支弁の方法） 

第14条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、構成団体が負担する負担金その

他収入をもって充てる。 

２ 前項の規定による負担金の額は、構成団体との協議により定める。 

（補則） 

第15条 この規約の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、一部事務組合を設けることについての総務大臣の許可のあった日

から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の日から水道事業の経営を開始する日の前日までの間における

第３条の規定の適用については、同条中「に関する事務並びにこれらに附帯する」

とあるのは、「の準備のために必要な」とする。 

３ 構成団体の長が、企業長又は副企業長に任命されたときのそれぞれの任期は、

第９条第４項又は第10条第４項の規定にかかわらず、当該構成団体の長としての

任期による。 
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別表（第２条関係） 

香川県、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東か

がわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平

町、多度津町、まんのう町


